
 

 

承認工事のよくある質問 
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 Ａ．歩道切り下げ承認工事基準のとおり、原則として、６ｍ以下で必要

最小限となっています。既設の切り下げがある場合は、既設部分とあ

わせて６ｍまで広げることが可能です。 

 

 

 Ａ．２軒つなげて切り下げたい場合は、１軒あたり 4ｍで合計８ｍまで

可能です。どちらか１軒でも４ｍよりも多く切り下げたい場合は、２

軒の境界部に斜ブロックを設けてください。 

 

 

 Ａ．交差点角（横断歩道がある場合はその角）から５ｍ離してください。 

 

 

 Ａ．ブロックの撤去・交換だけでなく、舗装のやり替え、側溝がある場

合は側溝蓋を交換してください。舗装や側溝蓋は、現状のままだと車

が乗っても耐えられない構造になっています。 

 

 

 Ａ．原則として、１軒につき１箇所（１路線当たり）の切り下げとなり

ます。同一敷地内で不要となった既設切り下げは一般部分の状態に復

旧してください。 
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 Ａ．道路管理課に相談のうえ、承認工事で申請してください。 

 

 

 Ａ．車が乗入れしない位置へ移設するか、車が乗っても耐えられるもの

に交換してください。 

 

 

 Ａ．事務処理期間は 2週間としています。余裕を持って申請してくださ

い。 


